
特定非営利活動法人フェミニスト
カウンセリング東京（FC東京）
ご相談のお問合せは、下記の項目をFC東京へ

電話していただくか、メールかFAXをお送りください。

①ハラスメントを受けたと感じたら、一人で悩まずに相談しま
しょう。身近に相談できる人がいない場合は、相談窓口を利
用してください。
②教会は、ハラスメント防止委員会の中に、「相談窓口」を置
いています。相談員は外部の専門家ですので、秘密厳守で
適切に対応します。
③まず電話かメール、FAXで連絡してください。
④相談員とつながり話をする中で、ハラスメント被害の救済
申立を希望する場合は、相談員が必要な情報提供も含めて
支援します。

⑤ハラスメントを直接受けてなくても、それを見聞きした人
は、黙っていないで窓口に相談してください。ハラスメント
を黙認・容認する環境は、ハラスメント行為を増長させ、被
害者にとって二次被害になるばかりでなく、周囲の人にも
ハラスメント被害が及ぶ可能性があります。行為を見過ご
すことなく勇気をもって相談窓口に相談してください。

　秘密は守ります。

セクシュアル・ハラスメント

人間関係の中で、相手から心理的・物理的な
攻撃を受けたことで、精神的な苦痛を感じたり、
不快な思いをさせられていませんか？

相談の流れ 相談窓口

相手から性的なことに
関する言動を受けて、
精神的な苦痛を感じたり
不快な思いをすること。 

パワー・ハラスメント
立場が上にある人又は
様々な力関係において
心理的・物理的な攻撃を
受けたことで苦痛を
感じること。 

いじめ
心理的・物理的な
攻撃を受けたことで
苦痛を感じること。 

DV
（ドメスティック・
バイオレンス）
配偶者・家族・恋人からの
肉体的・精神的な
暴力を受けること。  

モラル・ハラスメント
中傷・無視・冷たい眼差し・罵倒
などの精神的な攻撃を受け、
苦痛を感じること。 

児童虐待
子どもが精神的虐待
（ネグレクト、遺棄、放任など）、
身体的虐待
（性的虐待、暴行、搾取など）を
受けること。 

防止委員会

▲

電話・メール・FAXで、
　相談の申し込みをする。

▲

電話やメール・面談・情報提供のみで、
　相談者の問題が解決する。

▲

相談だけでは解決しないので、
　救済申立を希望する。

▲

。る図を決解りよに止中の為行 ： 」整調「

▲

申立を受理
※不受理の場合は、理由の説明を文書で
　申立者へ通知し、意向の確認

書
立
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▲

を会員委各の」査調「」停調「」整調「
　設置する。各委員会からの報告・提言を
　うけて必要な時、教会へ報告する。

▲

防止委員の報告・提言を受けて検討後、
　具体的措置を決定する。

▲

教会からの措置の勧告を受けて、
　両当事者へ文書で通知する。

▲

必要に応じて戒規委員会へ
　移行する場合がある。

▲

で席同の員委停調 ： 」停調「
 話し合いにより、解決をはかる。▲

のどなり取き聞めたの認確実事 ： 」査調「
　 実施により、その後の手続きに進む。

▲

再度の相談により、そのほかの
　解決方法を検討する。

▲

結果に納得した場合、解決に至る。

①3年を経過した案件は扱えない場合があります。
②他法人、他団体で認定された案件は、
　対応できない場合があります。

すべての場面で、
相談者の意向の確認と

相談内容は
守秘されます

相談員

相談者

防止委員会

教 会（本教会常議員会）

申立者

連 絡 項 目

①お名前（匿名でも結構です）

②所属団体または学校名

③内容

④相談窓口（相談員）への連絡先

例えば
・教会または施設で嫌なことがあって困っている
・教会または施設の人との関係で悩んでいる
・「気持ちが落ち着かない」

」いしほてい聞を話でのいたし理整をち持気「 ・

相談員は
外部の専門家ですので
秘密厳守で適切に
対応します

162-0842　東京都新宿区市谷砂土原町1-1
Tel.03-3260-8631 Fax.03-3260-8641

Japan Evangelical  Lutheran Church /  JELC
日本福音ルーテル教会

STOP!
HARASSMENT！
教会におけるハラスメント

防止のために

ハラスメントと感じたら…

03-3813-2285

03-3813-2285

fctokyo@basil.ocn.ne.jp


